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「小浜っ子のきまり」の一部変更について（お知らせ） 
 

錦秋の候、皆様方におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より、本

校教育活動に御理解・御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、一学期より検討してきた靴及び靴下の「小浜っ子のきまり」について一部変更することになり

ました。 

つきましては、下記の内容を御確認の上、御家庭に於かれましても変更の経緯を踏まえた上で、御理

解・御指導いただきますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 変更内容（10 月 16 日（月）より） 

 ⑴ 靴について 

  〔変更前〕白の無地 

  〔変更後〕派手すぎない運動できる靴 

 ⑵ 靴下について 

  〔変更前〕白の無地（底面：灰色でもよい）、ワンポイント無し、くるぶしより上の長さ 

  〔変更後〕派手すぎない運動に適した靴下 

 

〔以下、子どもたちが話し合った内容を子どもたちでまとめたものです〕 

２ 変更理由（子どもたちが話し合った理由） 

  真っ白な靴を選ぶのが難しいし、運動に適しているものなら問題ないと思う 

  白の靴や靴下だとよごれが目立ちやすい 

でも派手だと周りの人が気になるから、ある程度のルールは必要 

 

３ 変更の経緯 

 ⑴ 先生方の話合いや保護者の皆様の話合いでの意見 

  ア 「運動靴」以外は禁止 

  イ 色は自由 

  ウ 運動靴も学習に必要なものだからそれに適したものがよい 

  エ 中学校では白い靴なので、６年生で買い替えるときは考えて準備する必要がある 

 ⑵ ⑴の内容を踏まえた児童代表保健委員会での話し合いの結果 

  ア 派手すぎない運動できる靴、運動に適した靴下（色は自由） 

   ※ 「派手」かどうかは自分で考えるが、迷ったときは、周りの友達や周りの大人（保護者や先

生方）に確かめる 

 

４ その他 

  この決まりで、うまくいかなかったときには、周りの大人（保護者や先生方）にも意見を聞いて、

児童集会や児童保健委員会で再度話し合う。 

  


